
政

令

平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報
六

組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
関
係

農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
に
必
要

と
さ
れ
る
登
記
事
項
と
し
て
、「
区
域
」
及
び
「
公
告
の

方
法
」
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
関
係
）

七

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

概
算
払
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
費
に
つ
い
て
、
食

料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
農
業
再
保
険
勘
定
に
お
け
る

農
業
再
保
険
事
業
等
の
再
保
険
等
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
一
六
条
第
一
項
等
関
係
）

八

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
関
係

退
職
手
当
通
算
法
人
と
し
て
、
全
国
連
合
会
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

九

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
三
〇
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
二
六
五
号
）（
国
土
交
通

省
）

海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
八
年
法
律
第
四
二
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
〇
年

一
月
三
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
二

六
六
号
）（
国
土
交
通
省
）

一

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

指
定
海
域
を
東
京
湾
に
所
在
す
る
法
適
用
海
域
と
す

る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

二

港
則
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

指
定
港
を
館
山
港
、
木
更
津
港
、
千
葉
港
、
京
浜
港

及
び
横
須
賀
港
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

三

関
係
政
令
の
一
部
改
正
関
係

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ

ン
タ
ー
法
施
行
令
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸

出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
及

び
第
四
条
関
係
）

四

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
六
七
号
）（
消

費
者
庁
）

１

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
二
二

号
）
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
と
し
て
、
外

国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
八
年
法
律
第
八
九
号
）

等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
九
年

一
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
二
六
八
号
）（
環
境

省
）

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

九
年
法
律
第
三
三
号
）
の
一
部
の
施
行
期
日
は
、
平
成
三

〇
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
政
令
第
二
六
九
号
）（
環
境
省
）

１

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
一
四
年
法
律
第
五
三
号
）

第
二
二
条
第
三
項
第
二
号
ホ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
本
店
若

し
く
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
若
し
く
は
従
た
る
事
務
所
）
又
は
継
続
的
に
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
事
業
所
で
、

汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権

限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と

す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
九
年
法
律
第
三
三
号
）
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
〇
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
一
項

関
係
）

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す

る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
五
十
九
号

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に

関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
激
甚じ
ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す

る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害

並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
六
十
号

平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚

災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
激
甚じ
ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。


